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１．会合名 非上場株式の取引等に関するワーキング・グループ（第５回） 

２．日 時 平成 31年２月 21日（木）10:30～10:45 

３．議 案 ○ 「株主コミュニティに関する規則」の一部改正案について 

４．主な内容 ○ 「株主コミュニティに関する規則」の一部改正案について 

事務局より、「株主コミュニティに関する規則」（以下「規則」という。）の一部

改正案について説明が行われたうえで、大要以下のとおり意見交換が行われた。 

 

【主な意見】 

➢投資者の求めに応じて提供できる情報として「発行者が非参加者への提供に同意

した情報」といった案が示されているが、同意という文言からは同意書等の書面

による手続が必要となる印象を受ける。 

⇒同意を得る際、同意書等の書面のやり取りを求めるつもりはないが、そのよう

な印象を与えることも考えられるため、Ｑ＆Ａで明確化するなどの対応を検討

する。 

➢規則改正案の内容は概ね了承されたため、軽微な修正等については、主査一任と

させていただきたい。 

 ⇒これについて、委員一同より了承された。 

 

以 上 

５．その他 特になし 

※ 本議事要旨は暫定版であり、今後、内容が一部変更される可能性があります。 

６．本件に関

する問合せ先 

自主規制本部 エクイティ市場部（０３－６６６５－６７７０） 

 


